
　
し
か
し
、
販
売
開
始
か
ら
の

年
月
が
浅
い
た
め
、
現
時
点
で

長
期
使
用
に
伴
う
健
康
へ
の
影

響
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て

い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
た
ば
こ
の
煙
に
さ
ら

さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
安
全

な
レ
ベ
ル
は
規
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
煙
の
量
が
少
な
く
て
も
、

喫
煙
者
と
受
動
喫
煙
者
の
健
康

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
、

否
定
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
法
の
改
正
は
、
加
熱
式

た
ば
こ
も
同
様
に
適
用
さ
れ
ま

す
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ま
で
喫
煙
す
る
際
に
は
、

歩
き
た
ば
こ
を
し
な
い
、
ポ
イ

捨
て
を
し
な
い
な
ど
の
マ
ナ
ー

が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
今

後
は
、
で
き
る
だ
け
周
囲
に
人

が
い
な
い
場
所
で
喫
煙
を
す
る

な
ど
、
周
囲
の
方
へ
煙
を
吸
わ

せ
な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　
同
法
に
基
づ
く
ル
ー
ル
を
守

り
、
た
ば
こ
を
吸
う
人
と
吸
わ

な
い
人
が
共
存
で
き
る
社
会
の

実
現
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
た
ば
こ
は
吸
っ
て
い
る
煙
だ

け
で
な
く
、
た
ば
こ
か
ら
立
ち

上
る
煙
や
喫
煙
者
が
吐
き
出
す

煙
に
も
、
ニ
コ
チ
ン
や
タ
ー
ル

の
ほ
か
多
く
の
有
害
物
質
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。
本
人
は
喫
煙

し
て
い
な
く
て
も
、
周
囲
に

漂
っ
て
い
る
た
ば
こ
の
煙
を
吸

わ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
受
動

喫
煙
と
い
い
ま
す
。

　
受
動
喫
煙
が
原
因
で
発
症
し

た
肺
が
ん
、
虚
血
性
心
疾
患
、

脳
卒
中
、
乳
幼
児
突
然
死
症
候

群
な
ど
の
疾
患
に
よ
り
、
日
本

で
は
年
間
一
万
五
千
人
が
死
亡

し
て
い
る
と
推
計
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
受
動
喫
煙
が

健
康
に
与
え
る
影
響
は
深
刻
で

す
。

　
タ
バ
コ
葉
や
そ
の
加
工
品
を

燃
焼
さ
せ
ず
に
電
気
で
加
熱
し
、

発
生
し
た
ニ
コ
チ
ン
を
含
む
蒸

気
を
吸
入
す
る
た
ば
こ
製
品
を
、

加
熱
式
た
ば
こ
と
言
い
ま
す
。

加
熱
式
た
ば
こ
は
、
健
康
に
与

え
る
影
響
や
に
お
い
が
紙
巻
き

た
ば
こ
よ
り
少
な
い
と
い
う
期

待
か
ら
、
使
い
始
め
て
い
る
方

が
多
く
い
ま
す
。
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受
動
喫
煙
の
影
響

マ
ナ
ー
か
ら
ル
ー
ル
へ

加
熱
式
た
ば
こ

福島県浜通り地域の復興と発展に向けた
連携協力協定を締結
　１月25日、浜通り地域の復興と発展のため、
同協定を締結しました。
▶締結者　広野町、楢葉町、富岡町、川内村、
大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、学校法人
昌平黌、市
▶内容　福島イノベーション・コースト構想
の実現と夢ある未来づくりに向け、国内外の
先進・類
似事例な
どの調査
研究分野
において、
連携・協
力して取
り組む

市民の健康長寿の実現に関する都市連携
協力協定を締結
　１月27日、市民の健康増進と健康長寿の実
現に資することを目的に、長野県佐久市と同
協定を締結しました。
　同協定に基づき、人的交流を図り、保健・
医療・福祉の分野において連携・協力して調
査・研修等を
行い、市民の
健康づくり、
地域包括支援
体制の構築な
どの推進と人
材の育成に取
り組んでいき
ます。

浜通り地域が一体となり、復興の将
来像を共有

健康長寿のまちとして高く評価
されている佐久市と協定を締結

禁煙にチャレンジしよう！
　喫煙する方の多くはニコチン依存症のため、
たばこをやめにくくなっています。
　市では、医療機関・調剤薬局・保健所が連携
し、それぞれの窓口ですぐ禁煙外来の予約が取
れる「市禁煙外来ネットワーク」を実施してい
ます。禁煙治療による成功率は、自力でやめる
より３～４倍高いとい
われていますので、ぜ
ひ利用してみてくださ
い。
　禁煙に遅すぎるとい
うことはありません。
あなたの周りの方の健
康のためにもチャレン
ジしてみませんか。
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望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止

望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止

改
正
さ
れ
た
健
康
増
進

法
が
全
面
施
行

○
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
所
地
域
保
健
課

　
保
健
指
導
係

　
☎
27
・
8
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９
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四
月
一
日
か
ら
、
受
動
喫
煙

対
策
を
強
化
し
た
健
康
増
進
法

が
、
複
数
の
利
用
者
が
い
る
全

て
の
施
設
を
対
象
に
全
面
施
行

さ
れ
、
原
則
屋
内
禁
煙
な
ど
の

ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
同

法
は
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を

な
く
す
こ
と
を
基
本
的
な
考
え

方
と
し
て
改
正
さ
れ
、
受
動
喫

煙
が
健
康
に
与
え
る
影
響
が
大

き
い
子
ど
も
や
健
康
上
に
何
ら

か
の
問
題
の
あ
る
方
な
ど
に
特

に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。

〜
喫
煙
で
き
る
施
設
な
ど
ル
ー
ル
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
〜

〜
喫
煙
で
き
る
施
設
な
ど
ル
ー
ル
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
〜

　昨年７月から、第１種施設で原則敷地内禁煙のルールがスタートしました。
また、４月１日からは第２種施設で原則屋内禁煙となるほか、20歳未満の方
が喫煙エリアへ立ち入ることを禁止するなどルールが大きく変わります。

健康増進法の改正のポイントと各施設の分類

多くの施設にお
いて原則屋内禁
煙となります。

20歳未満の方は
喫煙エリアへの
立ち入りはでき
ません。

屋内での喫煙に
は喫煙室の設置
が必要となりま
す。

喫煙室には標識
掲示が義務付け
られます。標識
は任意で作成す
るか、厚生労働
省ホームページ
からダウンロー
ドできます。

▶主な施設　学校、病院、児童福祉
　施設、行政機関の庁舎など
▶施行開始　昨年７
　月１日～
※屋外の通常立ち入
　らない場所に喫煙
　場所を設置するこ
　とは可能です。

▶主な施設　バー、スナック、公衆
　喫煙所など
▶施行開始　４月１日～
※適用条件を満たす必要があります。

※喫煙場所の設置要件や、喫煙目的施
　設・経営規模が小さな既存の飲食店
　の適用条件など詳しくは、市ホーム
　ページをご覧ください。

▶主な施設　事業所、工場、ホテル、
　旅館、飲食店など
▶施行開始　４月１日～
※屋内に、たばこの煙
　の流出を防止するた
　めの技術的基準を満
　たした喫煙所は設置
　することができます。
経営規模が小さな既存の飲食店
　経過措置として施設内で喫煙可能
ですが、適用条件を満たす必要があ
ります。

第１種施設
原則敷地内禁煙

第２種施設
原則屋内禁煙

喫煙目的施設
施設内で喫煙可能

子どもや患者さんなど特に配慮が
必要な施設

第１種施設・喫煙目的施設を除く
全ての施設

喫煙を主な目的とする施設


